
厚生労働省 子ども家庭局 子育て支援課

＜資料９＞

放課後児童クラブ関係・令和３年度予算案の概要

令和３年度「学校を核とした地域力強化プラン」
の予算案に係るブロック説明会資料



放課後児童健全育成に係る主要事項
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クラブ数

利用できなかった児童数（待機児童数）

登録児童数

○クラブ数 26,625か所
（参考：全国の小学校19,011校）

○支援の単位数 34,577単位
○登録児童数 1,311,008人
○利用できなかった児童数（待機児童数） 15,995人

【事業の内容、目的】

【現状】（令和２年７月現在）

放課後児童クラブの概要

共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与え
て、その健全な育成を図る。

※平成９年の児童福祉法改正により法定化〈児童福祉法第６条の３第２項〉：平成10年４月施行
※平成24年の児童福祉法改正により、対象年齢を「おおむね10歳未満」から「小学校に就学している」児童とした（平成27年４月施行）

【今後の展開】

（か所） （人）

※５月１日現在（令和２年のみ７月１日現在） 厚生労働省調査

○「新・放課後子ども総合プラン」（平成30年９月14日策定）を踏まえ、放課後児童クラブに
ついて、2021年度末までに約25万人分（約122万人から約147万人）を整備し、待機
児童解消を目指し、その後も女性就業率の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万
人分（約122万人から約152万人）の受け皿整備を図る。また、子どもの主体性を尊重し、
子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性
等のより一層の向上を図る。

［クラブ数、登録児童数及び利用できなかった児童数の推移］
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放課後児童クラブの現状①
○登録児童数の規模別の状況 ○終了時刻の状況（平日）

○設置場所の状況 ○学年別登録児童数の状況

※令和２年７月１日現在
（厚生労働省調）

（参考）１９年

登録児童数の人数規模別でみると、40人までの支援の単位
が全体の約64％を占めている。

18時半を超えて開所しているクラブが全体の約58％を占めて
おり、増加傾向にある。

設置場所では、学校の余裕教室が約29％、学校敷地内の
専用施設が約25％と小学校内での合計が約54％、児童
館・児童センターが約９％である。

低学年（小学１年生から小学３年生）の割合が前年比で増加している。
高学年（小学４年生から小学６年生）の割合が前年比で減少している。
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10人以下
893支援の単位

（2.6%）
11人～20人

2,798支援の単位
（8.1%）

21人～30人
7,276支援の単位

（21.0%）

31人～40人
11,090支援の単位

（32.1%）

41人～50人
7,085支援の単位

（20.5%）

51人～60人
2,932支援の単位

（8.5%）

61人～70人
1,276支援の単位

（3.7%）
71人以上

1,227支援の単位
（3.5%） 10人以下

973支援の単
位

（2.9%）
11人～20人

2,391支援の単位
（7.2%）

21人～30人
6,207支援の単位

（18.8%）

31人～40人
10,010支援の単位

（30.3%）

41人～50人
7,318支援の単位

（22.1%）

51人～60人
3,325支援の単位

（10.0%）

61人～70人
1,481支援の単位

（4.5%）

71人以上
1,385支援の

単位
（4.2%）

（参考）令和元年
17：00まで

215か所
（0.8%）

17：01～18：00
5,136か所
（19.3%）

18：01～18：30
5,876か所
（22.1%）

18：31～19：00
13,352か所
（50.2%）

19：01以降
2,034か所
（7.6%） 17：00まで

215か所
（0.8%）

17：01～18：00
5,171か所
（20.0%）

18：01～18：30
5,787か所
（22.4%）

18：31～19：00
12,749か所
（49.3%）

19：01以降
1,950か所
（7.5%）

（参考）令和元年

学校余裕教室
7,623か所
（28.6%）

学校敷地内
6,652か所
（25.0%）

児童館
2,473か所
（9.3%）

公的施設等
3,560か所
（13.4%）

その他
6,317か所
（23.7%） 学校余裕教室

7,492か所
（28.9%）

学校敷地内
6,375か所
（24.6%）

児童館
2,499か所
（9.7%）

公的施設等
3,514か所
（13.6%）

その他
6,001か所
（23.2%）

（参考）令和元年
小学1年生
41.4万人

（31.6%）

小学2年生
36.2万人

（27.6%）

小学3年生
27.9万人

（21.3%）

小学4年生
14.9万人

（11.4%）

小学5年生
7.1万人

（5.4%）

小学6年生
3.6万人

（2.8%）

小学1年生
40.3万人

（31.0%）

小学2年生
35.9万人

（27.6%）

小学3年生
28.2万人

（21.7%）

小学4年生
14.9万人

（11.5%）

小学5年生
7.1万人

（5.4%）

小学6年生
3.6万人

（2.7%）

（参考）令和元年



2人
5,448 支援の単位

（16.5%）

3人
7,149 支援の単位

（21.6%）
4人

6,843 支援の単
位

（20.7%）

5人以上
13,650 支援

の単位
（41.3%）

放課後児童クラブの現状②
○設置・運営主体別実施状況 ○待機児童数の学年別の状況

○放課後児童支援員等の状況
①雇用形態別の人数 ②支援の単位あたりの人数

５人以上従事しているところが全体の約44％を占める。

設置・運営主体別実施状況でみると、公立公営が全体の約
30％、公立民営のクラブが約48％、民立民営が約22％を占
めている。

待機児童数の学年別の状況でみると、低学年（小学１年生から小学３
年生）は前年比で1,190人減少、高学年（小学４年生から小学６年
生）は前年比で 1,076人減少した。

社会福祉法人 3,664か所（13.8％）
ＮＰＯ法人 1,835か所（6.9％）
運営委員会・
保護者会 3,381か所（12.7％）

その他 3,867か所（14.5％）

社会福祉法人 1,768か所（6.8％）

ＮＰＯ法人 886か所（3.4％）
運営委員会・
保護者会 1,363か所（5.3％）

その他 1,302か所（5.0％）
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※令和２年７月１日現在
（厚生労働省調）

社会福祉法人 1,834か所（6.9％）
ＮＰＯ法人 982か所（3.7％）
運営委員会・
保護者会 1,466か所（5.5％）

その他 1,493か所（5.6％）

社会福祉法人 3,586か所（13.9％）

ＮＰＯ法人 1,707か所（ 6.6％）
運営委員会・
保護者会 3,667か所（14.2％）

その他 3,010か所（11.6％）

常勤職員
59,556 人
（35.9%）

常勤職員以外
106,169 人
（64.1%）

公立公営
8,103か所
（30.4%）

公立民営
12,747か所
（47.9%）

民立民営
5,775か所
（21.7%）

公立公営
8,592か所
（33.2%）

公立民営
11,970か所
（46.3%）

民立民営
5,319か所
（20.6%）

（参考）令和元年
（参考）令和元年

（参考）令和元年
（参考）令和元年

2人
5,008 支援の単位

（14.5%）

3人
7,016 支援の単位

（20.3%）

4人
7,053 支援の単

位
（20.4%）

5人以上
15,355 支援の

単位
（44.4%）

１人
145支援の単位

（0.4％）

常勤職員が全体の約36％を占める。

小学1年生
1,982人

（12.4%）

小学2年生
1,904人

（11.9%）

小学3年生
3,648人

（22.8%）

小学4年生
4,632人

（29.0%）

小学5年生
2,714人

（17.0%）

小学6年生
1,115人

（7.0%）

小学1年生
2,352人

（12.9%）小学2年生
2,027人

（11.1%）

小学3年生
4,345人

（23.8%）

小学4年生
5,720人

（31.3%）

小学5年生
2,838人

（15.5%）

小学6年生
979人

（5.4%）

常勤職員
51,105 人
（33.3%）

常勤職員以外
102,309 人
（66.7%）



新・放課後子ども総合プラン

○そのため、引き続き共働き家庭等の「小1の壁」・「待機児童」を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活
動を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子供教室の両事業の計画的な整備等を推進するため、下記のとおり目標を設定し、新たなプ
ランを策定。

■放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万人分を整備し、待機児童解消を目指し、その
後も女性就業率の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万人分の受け皿を整備（約122万人⇒約152万人）

（2018（平成30）年９月14日公表）

「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる目標（2019～2023年）

○現行プランにおける放課後児童クラブ、放課後子供教室の両事業の実績は、放課後児童クラブの約30万人分整備が順調に進むなど、大きく伸びて
いるが、近年の女性就業率の上昇等により、更なる共働き家庭等の児童数の増加が見込まれており、「小1の壁」を打破するとともに待機児童を
解消するため放課後児童クラブの追加的な整備が不可欠な状況。

○小学校内で両事業を行う「一体型」の実施は、増加傾向にあるものの目標への到達を果たしていない。一方で、地域の実情に応じて社会教育施設
や児童館等の小学校以外の施設を活用して両事業を行い、多様な体験・活動を行っている例も見られる。

背景・課題

■全ての小学校区で、両事業を一体的に又は連携して実施し、うち小学校内で一体型として１万箇所
以上で実施することを目指す。

■子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの
自主性、社会性等のより一層の向上を図る。

■両事業を新たに整備等する場合には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する放課
後児童クラブの約80％を小学校内で実施することを目指す。
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「新・放課後子ども総合プラン」において示す目標（抜粋）
放課後児童クラブの量的拡充を図り、2021年度末までに約25万人分を整備し待機児童の解消を目指し、女性就業率
の上昇を踏まえ2023年度末までにさらに約５万人分を整備し、５年間で約30万人分の受け皿を整備する。
122万人⇒152万人

放課後児童クラブの受け皿整備（「新・放課後子ども総合プラン」）

「放課後子ども総合プラン」
（４年間）

2015（Ｈ27）年度
2018（Ｈ30）
年度末

2023年度末

約30万人増

2021年度末

待機児童数

女性(25-44歳)就業率

ゼロ

80％

小１の壁の解消、小１の利用率が保
育（３～５歳児）の８割程度
３年間で約25万人分の受け皿を整備

約1.7万人（H29.5)

約25万人増

72.7％(H28)

自治体を支援し､３年間で待機児童を解消

約5万人増

目標値
122万人

目標値
152万人

放課後子ども総合

プランの１年前倒し

「新・放課後子ども総合プラン」
（５年間）

登録児童数 約117万人（H29.5)

（2018（平成30）年９月14日公表）
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令和３年度予算案
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令和２年度予算 ９７８億円 → 令和３年度予算案 １，０９２億円（うち、子ども・子育て支援交付金 令和３年度予算案 ９２２億円）

○ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕
教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るために要する運営費及び
施設整備費に対する補助。

○ 実施主体：市町村（特別区を含む） ※市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる

運営費の負担の考え方

1 / 3

1 / 3

1 / 3
国

1 / 6
都道府県

1 / 6
市町村

1 / 6

保護者
1 / 2

※国(1/6)は事業主拠出金財源

１．運営費等

放課後児童クラブ関係予算のポイント

（１）放課後児童健全育成事業（運営費）
放課後児童クラブの運営に必要な経費に対する補助

（２）放課後子ども環境整備事業
既存施設を活用して、新たに放課後児童クラブを実施するための改修等に必要な経費に対する補助

（３）障害児受入強化推進事業等
障害児を受け入れた場合の加配職員及び医療的ケア児に対する支援に必要な専門職員の配置等に

必要な経費に対する補助

（４）放課後児童支援員の処遇改善
①18:30を超えて開所するクラブにおける放課後児童支援員等の処遇改善に必要な経費に対する補助
②放課後児童支援員の勤続年数や研修実績等に応じた処遇改善に必要な経費に対する補助

（５）放課後児童クラブ育成支援体制強化事業（仮称）
遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や子どもが学習活動を自主的に行える環境整備の補

助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要な経費に対する補助
（６）放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業（仮称）

放課後児童クラブの第三者評価の推進を図るため、当該評価の受審に必要な費用に対する補助

（１）放課後児童支援員認定資格研修
放課後児童支援員として認定されるために修了が義務づけられている研修を実施するために必要な経費

に対する補助
（２）放課後児童支援員等資質向上研修事業

現任職員向けの研修を実施するために必要な経費に対する補助

放課後児童クラブの施設整備に必要な経費に対する補助
＜国庫補助率嵩上げ（平成28年度からの継続）＞

公 立 の 場 合 ： （ 嵩 上 げ 前 ） 国 １ ／ ３ 、 都 道 府 県 １ ／ ３ 、 市 町 村 １ ／ ３
→ （ 嵩 上 げ 後 ） 国 ２ ／ ３ 、 都 道 府 県 １ ／ ６ 、 市 町 村 １ ／ ６

２．研修関係 ３．施設整備費

４．その他

（１）児童館、公民館等の既存の社会資源を活用した放課後の子どもの居場所の確保
待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、待機児童が10人以上の市町村におけ

る放課後児童クラブを利用できない主として４年生以上の児童を対象に、児童館や公民館
等の既存の社会資源を活用し、放課後等に安全で安心な子どもの居場所を提供する。

（２）小規模・多機能による放課後の子どもの居場所の確保
地域の実情に応じた放課後の子どもの居場所を提供するため、小規模の放課後児童の

預かり事業及び保育所などを組み合わせた小規模・多機能の放課後児童支援を行う。

Ⅰ 子どもの居場所の確保
（１）放課後児童クラブの質の向上【「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業」の中で実施】

利用児童の安全確保や、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上が図られるよう、放課後児
童クラブを巡回するアドバイザーを市町村等に配置する。

（２）放課後児童支援員の人材確保【「保育士・保育所支援センター事業」及び「保育人材確保支援
事業」の中で実施】
放課後児童支援員の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保するため、保育士・保育所支援

センター等において、求人情報の提供や事業者とのマッチングを行う。また、同センターと連携し、市町村
において就職相談等の支援を行う。

Ⅱ 育成支援の内容の質の向上

新

新
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